
 

第３ 公共事業における良好な景観の形成の目標 

 

良好な公共空間の形成による美しいやまぐちづくりを推進するため、“県民に親

しまれる文化の薫り高い公共空間づくり”を目標に掲げ、地域の良好な景観の形成

を先導する役割を踏まえた公共事業に取り組みます。 

 

 


